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子どもたちと本の出会いの場、学びの場、心のやすらぎの場 

学校図書館は、すべての学校に設置することが義務

づけられています（学校図書館法）。しかし、学校図書館

の整備はまだ不十分です。文部科学省が学校規模ごと

に定めた蔵書の目標数である図書標準達成率（図１）や、

学校司書の配置率（図 2・図 3）をみれば明らかです。 

（いずれも 2010 年・201２年・

201４年実施の文部科学省調査） 

 

図書購入費が必要です！ 

2012年から学校図書館整備5カ年計

画（第四次）がスタートしました。この施策を実効あ

るものにするには、各自治体に地方交付税を学校図書

館の図書購入費として予算化させるとりくみが重要で

す。 

 高校は、文部科学省「図書標準」の定めがなく整備

計画の対象になっていないため、図書整備費の措置が

ありません。このため 10 年間で図書購入費が年間で

約 20 万円減少しています（公立高校の平均。全国ＳＬＡ

調査）。整備計画に高校、特別支援学校も含めることを

要望します。 

 

専任・専門・正規の学校司書の 

配置を求めます！ 

 2014年6月に学校図書館法が改正され「学校司書」

が法律上に明記されましたが、「置くよう努めなければ

ならない」とあり必置でないため、依然として配置状

況は各自治体によってさまざまです。 

 高校では、配置率が下がり続けています（図２）。ま

た、常勤の学校司書の配置率は小中学校では依然とし

て 1 割程度であり、高校では下がり続けています（図

３）。今後、学校司書の配置をすべての学校に継続して

おこなうには、学校図書館法に必置の職として位置づ

け、教職員定数法など関係法規を整備し、専門職制度

を確立することが求められます。 

全日本教職員組合（03-5211-0123） 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-1 全国教育文化会館 

図１ 公立学校の図書標準達成率 

図２ 公立学校の学校司書配置率 

図３ 常勤の学校司書を配置している公立学校の割合 
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